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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期
第３四半期
連結累計期間

第52期
第３四半期
連結累計期間

第51期
第３四半期
連結会計期間

第52期
第３四半期
連結会計期間

第51期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 9,648 6,218 1,104 2,978 10,403

経常損失（百万円） △2,568 △2,222 △1,620 △695 △4,046

四半期（当期）純損失（百万円） △3,255 △2,436 △2,745 △624 △4,720

純資産額（百万円） － － 40,502 36,706 39,046

総資産額（百万円） － － 41,980 38,740 40,354

１株当たり純資産額（円） － － 2,227.562,018.702,147.43

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（円）
△175.29 △134.04 △151.02 △34.31 △255.45

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 96.5 94.7 96.7

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
2,428 △330 － － 2,267

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△860 337 － － △969

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△2,149 △95 － － △2,170

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 14,111 13,763 13,832

従業員数（人） － － 655 642 647

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２．売上高には、消費税等は含まれていません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載していません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 642 　

（注）１．従業員数は就業人員数であり、契約社員およびパートタイマーの人数（８人）を含めています。

２．Shinkawa Vietnam Co., Ltd.は非連結子会社であるため、同社の従業員数（11人）は含めていません。なお、

同社の従業員を含めた当社グループの従業員数は653人です。

(2) 提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 457 　

（注）　従業員数は就業人員数（当社から子会社への出向者（13人）を除く。）であり、契約社員およびパートタイマー

の人数（７人）を含めています。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績 

　当第３四半期連結会計期間の生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。

品目 金額（百万円） 前年同四半期比（％）　

ワイヤボンダ 1,741 481.4

ダイボンダ 629 484.4

テープボンダ － －

フリップチップボンダ － －

その他装置 － －

補修部品 518 116.3

合計 2,889 302.7

（注）１．金額は販売価格により算出しています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(2) 受注状況

　当第３四半期連結会計期間の受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりです。

品目 受注高（百万円）
前年同四半期比
（％）　

受注残高（百万円）
前年同四半期比
（％）　

ワイヤボンダ 2,086 652.6 1,152 362.3

ダイボンダ 888 2,960.3 484 373.8

テープボンダ － － － －

フリップチップ
ボンダ

－ － 42 －

その他装置 － － － －

補修部品 599 135.1 288 98.5

合計 3,573 441.2 1,966 196.0

（注）１．金額は販売価格により算出しています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
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(3) 販売実績 

　当第３四半期連結会計期間の販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。

品目 金額（百万円） 前年同四半期比（％）　

ワイヤボンダ 1,710 403.9

ダイボンダ 629 260.9

テープボンダ 66 －

フリップチップボンダ － －

その他装置 － －

補修部品 573 135.8

合計 2,978 269.9

（注）１. 前第３四半期連結会計期間および当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績および当該

販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。
　

相手先

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

　UTAC Thai Limited － － 546 18.3

　株式会社デンソー 119 10.8 － －

２．UTAC Thai Limitedへの前第３四半期連結会計期間の販売実績はありません。

３．株式会社デンソーへの当第３四半期連結会計期間の販売実績は６百万円で、総販売実績に対する割合は　

0.2％です。

４．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が判断し

たものです。

(1) 経営成績の分析

　当第３四半期連結会計期間における世界経済は、中国、インドを中心とする新興国経済が急回復を続ける一方、先進

国では各国の需要喚起策が期限切れに近づく中、失業率は高水準で推移し、景気の先行きには不透明感が残ることと

なりました。

　半導体業界においては、スマートフォン市場が好調に推移するとともに、PC用新型OSの発売に伴うPC市場の急速な回

復を受け、フラッシュメモリやDRAMなどの需要が堅調に推移しました。半導体産業全体が回復局面入りしたという見

方が強まる一方、景気対策効果の反動による景気後退懸念が高まりつつあり、半導体メーカーの積極的な設備投資に

は到りませんでした。

　このように半導体製造装置業界にとっては依然として厳しい経営環境が続く中、当社グループは既存顧客への多岐

にわたるサービス提供による確実な受注獲得と、様々な顧客仕様に対応する製品群の充実により新規顧客の開拓に努

めました。LED市場の拡大とフラッシュメモリ需要などを受けた後工程組立メーカーの設備投資により、前連結会計年

度に市場投入したワイヤボンダ3000シリーズなどの受注は着実に改善しつつありますが、未だ低水準での改善に留

まっており、また価格競争の激化と円高の進行に伴い、市場価格の低下を余儀なくされました。

　この結果、当社グループの当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高2,978百万円（前年同四半期比169.9％増）、

営業損失780百万円（前年同四半期は1,493百万円の営業損失）、経常損失695百万円（前年同四半期は1,620百万円の

経常損失）、四半期純損失624百万円（前年同四半期は2,745百万円の四半期純損失）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

　日本では、売上高2,902百万円（前年同四半期比181.1％増）、営業損失792百万円（前年同四半期は1,384百万円の営

業損失）となりました。

　アジアでは、売上高922百万円（前年同四半期比156.2％増）、営業利益11百万円（前年同四半期は128百万円の営業

損失）となりました。

　アメリカでは、売上高12百万円（前年同四半期比8.1％減）、営業利益３百万円（同11.4％減）となりました。

(2) 財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前四半期末比24百万円増の38,740百万円となりました。

　負債合計は、買掛金の増加などに伴い、前四半期末比832百万円増の2,033百万円となりました。

　純資産は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少、保有有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金

の減少などにより、前四半期末比807百万円減の36,706百万円となり、自己資本比率は94.7％となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前四半期末より440百万円減少し、13,763

百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、700百万円の支出（前年同四半期は47百万円の支出）となりました。その主

な要因は、たな卸資産の減少額626百万円、仕入債務の増加額733百万円の資金の増加に対し、税金等調整前四半期純損

失597百万円の計上、売上債権の増加額1,406百万円の資金の減少によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、236百万円の収入（前年同四半期は284百万円の支出）となりました。その主

な要因は、定期預金の預入109百万円、無形固定資産の取得62百万円の支出に対し、定期預金の払戻による収入466百万

円によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、２百万円の支出（前年同四半期は72百万円の支出）となりました。これは主

に配当金の支払いなどによるものです。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更および新たに生じた課題

はありません。
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(5) 研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、334百万円です。

　主に、平成22年前半の市場投入を予定している、ワイドボンディングエリア対応ワイヤボンダ「UTC-3000WE」、金ハ

ンダプロセスをターゲットとした高速・高精度多ピン対応フリップチップボンダ、LEDデバイス市場におけるシェア

拡大を目的とするLED用ダイボンダの開発に注力しました。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の拡充について

の変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成21年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成22年2月12日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 20,047,500 20,047,500
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 20,047,500 20,047,500 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年10月１日～
平成21年12月31日

－ 20,047,500 － 8,360 － 8,907

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、モルガン・スタンレー証券株式会社ほか３社から、平成21年12月４日付の大量保有

の状況の変更報告書の写しの送付があり、平成21年10月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報

告を受けていますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称 住所又は本店所在地
保有株券等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

モルガン・スタンレー証券株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20－３ 9 0.04

モルガン・スタンレー・アンド・カ
ンパニー・インコーポレーテッド

1585 Broadway, New York,
NY 10036

0 0.00

モルガン・スタンレー・アンド・カ
ンパニー・インターナショナル・
ピーエルシー

25 Cabot Square, Canary Wharf,
London E14 4QA, United Kingdom

102 0.51

モルガン・スタンレー・インベスト
メント・マネジメント・リミテッド

25 Cabot Square, Canary Wharf,
London E14 4QA, United Kingdom

767 3.82

計 － 880 4.39

（注）保有株券等の数、株券等保有割合とも、表示単位未満を切り捨てて表示しています。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしています。

①【発行済株式】　

 平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,870,800 － 単元株式数　　100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 18,151,100 181,511 同上

単元未満株式 普通株式     25,600 － －

発行済株式総数 20,047,500 － －

総株主の議決権 － 181,511 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれています。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれています。

２．「単元未満株式」の欄には、自己株式が64株含まれています。

②【自己株式等】

平成21年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社新川
東京都武蔵村山市伊
奈平二丁目51番地の
１

1,870,800 － 1,870,800 9.33

計 － 1,870,800 － 1,870,800 9.33
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 1,230 1,258 1,401 1,495 1,634 1,930 1,734 1,451 1,482

最低（円） 1,030 1,116 1,220 1,272 1,411 1,588 1,426 1,153 1,200

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）および前第３四半期連結累計期

間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連

結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）および当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日

から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しています。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）および前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表ならびに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）および当第

３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、アーク

監査法人による四半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,862 17,430

受取手形及び売掛金 ※2
 3,803 2,277

商品及び製品 2,276 3,234

仕掛品 1,197 2,311

原材料及び貯蔵品 396 408

その他 381 636

貸倒引当金 △10 △114

流動資産合計 24,906 26,181

固定資産

有形固定資産

土地 4,929 4,929

その他（純額） ※3, ※4
 2,521

※3, ※4
 2,737

有形固定資産合計 7,450 7,666

無形固定資産

その他 178 121

無形固定資産合計 178 121

投資その他の資産

投資有価証券 3,791 3,504

その他 2,417 2,885

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 6,205 6,385

固定資産合計 13,833 14,172

資産合計 38,740 40,354

負債の部

流動負債

買掛金 1,095 382

未払法人税等 20 44

引当金 156 258

その他 342 215

流動負債合計 1,613 898

固定負債

引当金 289 278

その他 131 131

固定負債合計 420 409

負債合計 2,033 1,307
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,360 8,360

資本剰余金 8,907 8,907

利益剰余金 22,553 25,080

自己株式 △3,148 △3,147

株主資本合計 36,671 39,199

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 360 221

為替換算調整勘定 △339 △387

評価・換算差額等合計 21 △166

少数株主持分 14 13

純資産合計 36,706 39,046

負債純資産合計 38,740 40,354
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 9,648 6,218

売上原価 7,172 5,135

売上総利益 2,476 1,083

販売費及び一般管理費

営業サービス費 633 303

従業員給料及び賞与 705 626

退職給付費用 45 43

試験研究費 1,798 1,065

貸倒引当金繰入額 7 －

製品保証引当金繰入額 142 93

その他 1,741 1,268

販売費及び一般管理費合計 5,071 3,397

営業損失（△） △2,595 △2,314

営業外収益

受取利息 58 47

受取配当金 60 43

助成金収入 － ※1
 92

その他 33 59

営業外収益合計 150 241

営業外費用

為替差損 118 113

賃貸収入原価 － 37

その他 5 0

営業外費用合計 123 150

経常損失（△） △2,568 △2,222

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 104

知的所有権対策引当金戻入額 58 －

製造物責任引当金戻入額 22 －

その他 31 －

特別利益合計 111 104

特別損失

投資有価証券評価損 232 －

操業度低下損 － ※2
 249

特別損失合計 232 249

税金等調整前四半期純損失（△） △2,690 △2,367

法人税、住民税及び事業税 34 12

法人税等調整額 530 56

法人税等合計 564 68

少数株主利益 1 1

四半期純損失（△） △3,255 △2,436
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 1,104 2,978

売上原価 922 2,608

売上総利益 181 370

販売費及び一般管理費

営業サービス費 207 126

従業員給料及び賞与 227 208

退職給付費用 12 14

試験研究費 631 334

貸倒引当金繰入額 8 －

製品保証引当金繰入額 47 22

その他 544 446

販売費及び一般管理費合計 1,674 1,150

営業損失（△） △1,493 △780

営業外収益

受取利息 13 4

受取配当金 30 15

為替差益 － 35

助成金収入 － ※
 31

その他 9 22

営業外収益合計 52 108

営業外費用

為替差損 179 －

賃貸収入原価 － 22

不動産賃貸原価 1 －

その他 0 0

営業外費用合計 179 22

経常損失（△） △1,620 △695

特別利益

投資有価証券売却益 8 －

貸倒引当金戻入額 － 98

補助金収入 21 －

特別利益合計 29 98

特別損失

投資有価証券評価損 232 －

特別損失合計 232 －

税金等調整前四半期純損失（△） △1,824 △597

法人税、住民税及び事業税 △1 5

法人税等調整額 922 21

法人税等合計 921 26

少数株主利益 0 0

四半期純損失（△） △2,745 △624

EDINET提出書類

株式会社新川(E01973)

四半期報告書

16/27



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △2,690 △2,367

減価償却費 732 552

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △104

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 12

その他の引当金の増減額（△は減少） △150 △102

受取利息及び受取配当金 △117 △90

為替差損益（△は益） △28 1

売上債権の増減額（△は増加） 5,503 △1,522

たな卸資産の増減額（△は増加） 243 2,166

仕入債務の増減額（△は減少） △982 707

投資有価証券評価損益（△は益） 232 －

その他 △300 55

小計 2,411 △691

利息及び配当金の受取額 116 90

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △99 271

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,428 △330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,717 △2,914

定期預金の払戻による収入 3,947 3,424

有形固定資産の取得による支出 △459 △369

無形固定資産の取得による支出 △92 △88

投資有価証券の取得による支出 △300 △20

投資有価証券の売却による収入 50 －

貸付けによる支出 △22 △14

貸付金の回収による収入 23 28

その他の支出 △308 △16

その他の収入 20 306

投資活動によるキャッシュ・フロー △860 337

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1,501 △1

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △648 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,149 △95

現金及び現金同等物に係る換算差額 △116 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △696 △69

現金及び現金同等物の期首残高 14,807 13,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 14,111

※
 13,763
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【表示方法の変更】

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結貸借対照表関係）

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令

第50号）の適用に伴い、前第３四半期連結会計期間において、「製品」「半製品」として掲記されていたものは、当第

３四半期連結会計期間は「商品及び製品」と一括して掲記しています。なお、当第３四半期連結会計期間に含まれる

「製品」「半製品」は、それぞれ282百万円、1,994百万円です。

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間 
（自　平成21年４月１日 
 至　平成21年12月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用して、一般債権の貸

倒見積高を算定しています。

２．棚卸資産の評価方法 　実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間に係る実地棚卸高を基礎として

継続的受払記録により算定しています。

　棚卸資産の簿価切り下げに関して、収益性の低下が明らかなものについての

み正味売却価額を見積り、簿価切り下げを行う方法によっています。

３．固定資産の減価償却費の算定方法 　連結会計年度に係る固定資産の減価償却費を期間按分して算定しています。

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定においては、重要な加減算項目に限定していま

す。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間 
（自　平成21年４月１日 
 至　平成21年12月31日）

税金費用の計算 　連結子会社の税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会

計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

　なお、連結子会社の法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表

示しています。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

──────   １　受取手形の裏書譲渡高は、２百万円です。

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理をしています。な

お、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が四半期連結会計期間末残高に含まれています。

受取手形　　　　　　　　　　　　　　０百万円　

──────

※３　有形固定資産の減価償却累計額は、13,462百万円で

す。

※３　有形固定資産の減価償却累計額は、13,086百万円で

す。

※４　有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮

記帳累計額は、建物及び構築物14百万円です。

※４　　　　　　　　　　同左

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

────── ※１　助成金収入は、雇用調整助成金の受入れによるもので

す。

────── ※２　操業度が著しく低下したことに伴って発生した費用

を操業度低下損として特別損失に計上しています。

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

────── ※　助成金収入は、雇用調整助成金の受入れによるもので

す。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在） （平成21年12月31日現在）

現金及び預金勘定  17,353百万円

預入期間が３か月を超える定
期預金

 △3,242 

現金及び現金同等物  14,111 

　

現金及び預金勘定  16,862百万円

預入期間が３か月を超える定
期預金

 △3,099 

現金及び現金同等物  13,763 
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21

年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　20,048千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　 1,871千株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 91 5  平成21年３月31日 平成21年６月29日利益剰余金

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自平成

21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31

日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

　当社グループは、半導体製造装置の製造、販売及び販売済製品の保守サービスを事業として行っており、当該事業

以外に事業の種類がない単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報を作成していません。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

アメリカ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 762 341 1 1,104 － 1,104

(2) セグメント間の内部売上高 270 19 12 302 △302 －

計 1,032 360 13 1,406 △302 1,104

営業利益又は営業損失（△） △1,384 △128 4 △1,508 15 △1,493

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

アメリカ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 2,140 837 1 2,978 － 2,978

(2) セグメント間の内部売上高 762 85 11 858 △858 －

計 2,902 922 12 3,837 △858 2,978

営業利益又は営業損失（△） △792 11 3 △777 △3 △780

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

アメリカ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 7,807 1,836 4 9,648 － 9,648

(2) セグメント間の内部売上高 1,538 308 42 1,888△1,888 －

計 9,345 2,144 47 11,536△1,888 9,648

営業利益又は営業損失（△） △2,525 △100 12 △2,614 18 △2,595

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

アメリカ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 4,797 1,420 2 6,218 － 6,218

(2) セグメント間の内部売上高 1,194 180 35 1,409△1,409 －

計 5,991 1,600 37 7,628△1,409 6,218

営業利益又は営業損失（△） △2,265 △59 8 △2,316 2 △2,314

EDINET提出書類

株式会社新川(E01973)

四半期報告書

21/27



（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。

(1) アジア………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、マレーシア、タイ

王国

(2) アメリカ……アメリカ合衆国

３．前第３四半期連結累計期間に係る会計処理の方法の変更

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．(1) に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間から棚卸資産について原価法（収益性の低下に基づく簿価の切り下げ法）によっています。

この結果、当第３四半期連結累計期間における日本の営業損失は75百万円増加しています。

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 630 3 633

Ⅱ　連結売上高（百万円） － －　 1,104

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
57.1 0.3 57.4

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,381 2 2,382

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 2,978

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
79.9 0.1 80.0

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,447 20 6,467

Ⅱ　連結売上高（百万円） －　 －　 9,648

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
66.8 0.2 67.0

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,800 13 4,813

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 6,218

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
77.2 0.2 77.4

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。

(1) アジア……………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国ほか

(2) その他の地域……アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、ポルトガル共和国ほか

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。
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（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。

（デリバティブ取引関係）

　重要なデリバティブ取引はありません。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 2,018.70円 １株当たり純資産額 2,147.43円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 36,706 39,046

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
14　 13　

（うち少数株主持分） (14)　 (13)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（百万円）
36,693   39,034

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期

末（期末）の普通株式の数（千株）
18,176  18,177
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２．１株当たり四半期純損失金額

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額        175.29 円 １株当たり四半期純損失金額 134.04 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純損失（百万円） 3,255 2,436

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 3,255 2,436

期中平均株式数（千株） 18,568 18,177

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 151.02 円 １株当たり四半期純損失金額 34.31 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純損失（百万円） 2,745 624

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 2,745 624

期中平均株式数（千株） 18,177 18,177

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

   平成21年２月10日
    

株式会社新川    

取締役会　御中    

   
    
 アーク監査法人
    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 上田　正樹　　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 三浦　昭彦　　印

    

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社新川の平成

20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社新川及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日を

もって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会計期

間より新たに棚卸資産の評価に関する会計基準を適用するとともに、知的所有権対策引当金及び製造物責任引当金（固定

負債の引当金）の設定を廃止している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しています。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

   平成22年２月12日
    

株式会社新川    

取締役会　御中    

   
    
 アーク監査法人
    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 上田　正樹　　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 三浦　昭彦　　印

    

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社新川の平成

21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社新川及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日を

もって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しています。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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